
埋蔵文化財なし 埋蔵文化財あり

埋蔵文化財に
影響が及ぶ

工事着手 工事着手 発掘

(慎重工事) (工事立会) （６０日を越える
ことがあります）

工事着手

埋蔵文化財に影響が及ばない

　　　　　　　　※法・・・文化財保護法

※遺跡の発見があれば工事中断あり

埋蔵文化財に関するフローチャート

民
間
工
事
：
6
0
日

工事予定地が包蔵地
に該当していない

工事着手

（遺跡の発見があれば連絡）

萩市文化財保護課への事前相談・照会

事
前
協
議
（
早
め
に
）

指導事項の通知

萩市教育委員会から
（公共工事は山口県教育委員会から）

工事着手（予定）の６０日前まで（法９３条）
（ただし、公共工事は着手（予定）

の３０日前まで（法９４条））

埋蔵文化財発掘の届出提出

工事予定地が包蔵地に該当している

試掘

埋蔵文化財の取り扱い協議


